
 

令和 8～9年度 宇美町立地適正化計画策定業務委託  

プロポーザル実施要領 

  
1. 趣旨  

 この実施要領は、令和 8～9 年度 宇美町立地適正化計画策定業務（以下「本業務」

という。）を委託するにあたり、本業務委託に最も適した事業者（以下「優先交渉権

者」という。）を選定するために必要な事項を定めるものである。  

  

2. 業務委託の概要  

（１） 業務名   

令和 8～9年度 宇美町立地適正化計画策定業務  

（２） 業務内容  

別紙「宇美町立地適正化計画策定業務委託特記仕様書」のとおり  

（３） 履行期間  

契約締結日の翌日から令和１０年３月２８日まで  

（４） 提案上限額  

２３，７０１，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。）ただし、各年度の

上限額は以下のとおりとする。  

令和８年度  ９，６５１，０００円 

令和９年度１４，０５０，０００円 

（５） 契約方法  

プロポーザル方式による随意契約とする。  

（６） 支払条件 委託料の支払いは、年度ごとの業務完了後、支払い請求に基づき支払

うこととする。  

  

3. 参加資格  

本プロポーザルの参加者は、本業務の遂行に必要な能力を有し、次に掲げる事項を全て満

たしていなければならない。 

（１）安定的かつ健全な財政能力を有すること。 

（２）令和８年５月１１日現在、宇美町競争入札及び随意契約の参加資格審査並びに指名 

基準等に関する要綱(平成２１年宇美町告示第４３号)に基づく、令和６・７年度一 

般（指名）競争入札参加資格者名簿に記載があり、測量コンサルタントの登録があ 

ること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当 

しないこと。 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律第１５ 

４号）による申し立てをしていない、又はされていない者であること。 

（５）次の者に該当するものでないこと。 

  ア 代表者及び役員等が暴力団（宇美町暴力団排除条例（平成２２年宇美町条例第

５号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の構成員（以下「暴

力団員」という。）である、又は暴力団員が経営に事実上参加しているもの 



 

  イ 暴力団員を雇用しているもの 

ウ 暴力団若しくは暴力団員と密接又は社会的に非難される関係を有しているもの 

 （６）宇美町入札参加資格名簿に登録されている者であること。 

（７）参加表明書及び企画提案書の提出期限の日において、宇美町から指名停止又は指

名回避の措置をなされている者でないこと。 

（８）国税及び地方税等を滞納している者ではないこと。 

（９）直近に確定した決算の決算日において、過去２年以上の営業経歴を有すること。 

（１０）下記に示される同種又は類似業務について、令和３年度以降令和 7 年度末まで 

に完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務において 1 件 

以上の実績を有すること  

・   同種業務：立地適正化計画策定又は改定業務 

・   類似業務：市町村都市計画マスタープラン策定又は改定業務 

（１１）管理技術者及び照査技術者は、①かつ②の条件を満たす者、担当技術者は、下 

記の①又は②の条件を満たす者とする。 

① 下記のいずれかの資格を有する者 

(ア) 技術士：総合技術監理部門（建設部門 関連科目）の資格を有し、技 

術士法による登録を行っている者 

(イ) 技術士（建設部門 都市及び地方計画）の資格を有し、技術士法によ 

る登録を行っている者 

(ウ) RCCM（都市計画及び地方計画）の資格を有し、「登録証書」の交付を 

受けている者 

② 下記に示される同種又は類似業務について、令和 3 年度以降令和 7年度末 

までに完了した「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した業務にお 

いて以下に記載する同種・類似業務の実績を 1 件以上有す者 

同種業務：立地適正化計画策定又は改定業務 

類似業務：市町村都市計画マスタープラン策定又は改定業務 

 (１２)福岡県内に事業所を有する者であること。 

  

4. 実施スケジュール  

スケジュールは以下のとおりとする  

  
手続き等  期間等  

1  公募開始、実施要項等の配布開始  令和８年４月１４日（火）  

2  質問書の受付期間  

令和８年４月１４日（火）から 

令和８年４月２３日（木）の 

１７時まで  

3  質問書に対する回答  
令和８年４月３０日（木）１７時 

まで  

4  参加申込書提出期限  令和８年５月１１日（月）17 時まで  

5 企画提案書等提出期限 令和８年５月１９日（火）17 時まで 



 

6  
1 次審査結果通知  

※参加申込事業者が５社以上の場合実施  
令和８年５月２５日（月）  

7  プレゼンテーション審査  令和８年６月４日（木）予定  

8  プレゼンテーション審査結果通知  令和８年６月９日（火）予定  

9  優先交渉権者との交渉  令和８年６月中旬頃予定  

10  契約締結  令和８年６月中旬頃予定  

  

5. 必要な資料の配布  

必要な資料の配布は次のとおりとする。  

配布資料  

・立地適正化計画策定業務委託特記仕様書  

・立地適正化計画策定業務委託プロポーザル実施要領  

・参加申込書(様式１)  

・企画提案応募申請書（様式２） 

・事業者概要書(様式３)  

・業務実績表(様式４)  

・業務実施体制表(様式５)  

・管理技術者の経歴書(様式６)  

・質問書(様式７)  

・辞退届（様式８）  

配布方法  ・宇美町ホームページに掲載 

  

6. 質問の受付及び回答  

（１） 質問方法   

質問書(様式７)の提出による。  

 

（２） 受付期間   

令和８年４月１４日（火）から同年４月２３日（木）１７時まで  

（３） 提出方法   

電子メール toshiseibi@town.umi.lg.jp  

なお、電子メールの件名は「（事業者名）【立地適正化計画策定業務委託】質

問書」とすること。  

mailto:toshiseibi@town.umi.lg.jp


 

※電子メールを上記アドレスへ送信後、速やかに受信確認の電話連絡を行う

こと。（土日祝日を除く。）  

（４） 質問書に対する回答 

質問の有無、質問内容及び回答は令和８年４月３０日（木）17 時までに宇美

町ホームページにおいて公表する。  

7. 参加申込書の提出 

（１） 提出方法   

参加申込書(様式１)の提出による。※要押印  

（２） 提出期限   

令和８年５月１１日（月）１７時まで 

提出方法持参又は郵送。郵送の場合は、提出期限必着とし、配達完了が確認 

できる書留郵便又は信書扱いできるものとする。  

※書類に不備があった場合は、受理しない。  

（３） 提出先  

「14.問い合わせ先」参照 

 

8. 企画提案書等の提出  

企画提案書等について、次の書類を提出すること。  

（１） 提出書類  

  提出書類  部数  

１  事業者概要書(様式３)  

※会社パンフレット等があれば添付すること。  

１部  

２  法人の履歴事項全部証明書  

※発行から３か月以内のものに限る。  

１部  

３  直近年度の納税証明書  

※法人税、消費税及び地方税に係る納税証明書、本店所在地の

都道府県民税の納税証明書又は未納がないことを証する納税証

明書（完納証明書可）  

１部  

４  企画提案書（任意様式）  

※様式は任意とし、日本語で記載、紙・目次を含まずにページ

番号を付けること。  

※表紙には、表題として「宇美町立地適正化計画策定業務委託

企画提案書」と記載すること。  

※日本工業規格 A4（縦）として、横書きで記載し、両面印刷で

提出すること。ただし、工程表など添付書類等で A3 用紙のも

のが生じる場合は、A4サイズに Z 折りにして折り込むこと。  

１２部  

（正本１部、

副本１１部）  



 

※文字サイズは 11 ポイント以上とする（図表中の文字につい

ては除く）。また、フォントの指定はしない。  

※企画提案書は A4 左綴じとし、正本には見積書（要押印）を

添付すること。  

※専門知識を有しない者にも理解できるよう配慮し、文章で明

瞭・簡潔にまとめ、項目によっては文章を補完するため写真や

イラスト、イメージ図などを用いて分かり易く表現するなど見

やすく明確な企画提案書を作成すること。 

５  業務実績表(様式４)  

※実績を示す資料を添付すること。（契約書の写し等）  

２部  

６  業務実施体制表(様式５)  

※担当技術者を複数配置する場合、主任技術者を１名配置する

こと。  

２部  

７  管理技術者の経歴書(様式６)  

※同種業務への業務実績に記載する業務については、直近（令

和３年度から令和７年度まで）に完了した業務のうち、各技術

者が管理技術者、照査技術者又は担当技術者として従事したも

のを記載すること。  

※本業務の契約を締結する本店（本社）又は支店（支社）等と

の３か月以上の雇用関係がわかる書類を添付すること。  

２部  

８ 見積書（任意様式）  

※要押印  

※積算内訳書を添付すること。 

※金額には消費税及び地方消費税を含むこと。 

１部  

  

（２） 提案書提出にあたっての留意事項  

① 提出期限以降の提出書類の変更、差し替え又は再提出を認めない。  

② 提案書等の作成・提出等一切の経費は、提案者の負担とする。また、提出書

類は返却しない。  

（３） 提出期限  

令和８年５月１９日（火）１７時まで  

（４） 提出方法持参又は郵送。郵送の場合は、提出期限必着とし、配達完了が確認

できる書留郵便又は信書扱いできるものとする。  

※書類に不備があった場合は、受理しない。  

（５） 提出先  

「14.問い合わせ先」参照  

  

9. 提案書等の無効について  



 

次の各号のいずれかに該当する場合は、提出された提案書等は無効とする。  

（１）提出書類、プレゼンテーション等に虚偽の記載や説明があった場合  

（２）提案上限額を超えた参考見積書が提出された場合  

（３）参加事業者が【3.参加資格】に記載の参加資格を満たさなくなった場合  

（４）前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為などが

認められた場合  

  

10. 選定方法について  

選定にあたり、選定委員会を設置する。書類審査及びプレゼンテーション審査によ

り、選定委員会において参加事業者に順位をつけて優先交渉権者を選定する。なお、

選定委員会の審査は非公開とし、選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。  

（１） １次審査（書類審査）  

    参加者が５社以上となった場合、提出した書類に基づく書類審査を実施し、上位

４社程度を２次審査対象者として選定する。また、当該結果については、令

和８年５月２５日（月）に全事業者へ参加表明書に記載されたメールアドレ

ス宛に通知する。  

      なお、書類審査を行わない場合も令和８年５月２５日（月）までにプレゼン

テーション日時及び場所を参加表明書に記載されたメールアドレス宛に通知

する。  

（２） ２次審査（プレゼンテーション審査）  

   プレゼンテーション審査による選考を行い、選定委員会において参加事業者に順

位をつけて優先交渉権者を選定する。なお、企画提案書を提出した参加事業

者が 1 社のみの場合であっても審査は実施する。  

① 日程  

   令和８年６月４日（木）予定（日時等詳細は別に通知する。）  

② 会場  

宇美町役場 庁内会議室 予定  

③ 発表時間等準備時間１０分、説明時間２０分以内とし、１５分程度の質疑応

答時間を設ける。なお、プレゼンテーションを行う順番は、企画提案書の受

付順とする。  

④ 内容提出した企画提案書を用いてプレゼンテーションを実施するものとす

る。なお、提出した企画提案書以外のものをプレゼンテーションしてはなら

ない。  

⑤ 参加人数  

説明者を含めて３名以内とする。  

⑥ 使用機器プレゼンテーションの方法については、特に指定しない。ただし、

次に掲げるもの以外で必要な機器は事業者にて準備すること。電源、スクリ

ーン、プロジェクター、マイク、机、椅子  



 

（３） 審査結果審査結果については、令和８年６月９日（火）に優先交渉権者のみ

を町のホームページで公表し、２次審査の参加事業者へ事業者名を伏せた状

態で順位をメールより通知する。  

 

11．プレゼンテーションの評価基準及び配点  

評価項目  評価対象物  評価対象  評価基準  配点  

企業評価  
業務実績表 

（様式４）  

企業の業務実

績  

会社として直近（令和３年

度から令和７年度まで）の

同種・類似 

業務実績を下記のポイント

制で相対的に評価する。 

①同種業務の実績がある

（1 件 5 ポイント） 

②類似業務の実績がある

（1 件 3 ポイント） 

なお、記載する業務は、3 

件までとする。 

５点  

業務体制評価  

業務実施体制表 

（様式５）  

予定技術者の

資格  

下記のポイント制で合計ポ

イントを相対的に評価す

る。 

① 技術士：総合技術監理

部門（建設部門 関連科

目）もしくは技術士：（建

設部門 都市及び地方計

画）５ポイント 

② RCCM（都市計画及び地

方計画）３ポイント 

１０点 

管理技術者の 

経歴書 

（様式６） 

管理技術者の

業務実績  

管理技術者として直近（令

和３年度から令和７年度ま

で）の同種・類似 

業務実績を下記のポイント

制で相対的に評価する。 

①同種業務の実績がある

（1 件 5 ポイント） 

②類似業務の実績がある

（1 件 3 ポイント） 

なお、記載する業務は、3 

件までとする。 

１０点 



 

提案内容評価 企画提案書  

実施方針 

町の現状把握と課題の抽出

について （宇美町の地域

特性の理解度、本業務の目

的、条件、内容の理解度を

評価する。） 

１０点 

実施手順 
実施フローや工程 （具体

的かつ現実的なものを高く

評価する） 

５点 

評価テーマに

対する技術提

案（※） 

①上位計画・関連計画との

連携について 
１０点 

②目指すべき都市像や都市

骨格構造の検討の手法とそ

の表現について 

１０点 

③各誘導区域と誘導施設の

設定について 
２０点 

④防災指針の検討方法につ

いて 
１０点 

見積  見積書 
業務コストの

妥当性  

適正な見積金額が提示さ

れているか  １０点 

  
合 計  

１００

点 

 ※宇美町都市計画マスタープランのまちづくりの理念（将来像）の達成に向け、同計 

画の将来都市構造や戦略的まちづくりの方針に則った提案であることが明快かつ論 

理的に整理されており、その有効性を示せているかを重視する。 

 

12．契約  

審査結果において、優先交渉権者に選定された者と協議を行い、提案内容を反映し

たうえで、予算の範囲内で随意契約を行うものとする。ただし、優先交渉権者が本プ

ロポーザル終了後に辞退した場合、又は参加資格に該当しないと認められた場合並び

に優先交渉権者との協議が不調となった場合は、本プロポーザルの次点者に契約交渉

権を与える。  

  

13.その他  

（１） １次審査、２次審査ともに、審査に対する異議の申し立ては受け付けない。  

（２） 提出書類は、事業者選定の目的以外に、提案者に無断で使用しないものとす

る。また、提出書類は、事業者選定を行うために必要な場合又は情報公開の

際に複製を作成することがある。  



 

（３） プロポーザル方式による事業者選定における公正性及び透明性を高めるとと

もに、説明責任を果たすため、プロポーザル実施に関する情報について宇美

町の保有する情報の公開に関する条例（平成 13年 10 月 1日条例第 17号 以

下「条例」という。）に基づく情報開示請求があった場合、条例第 7 条に規定

される不開示情報を除き公開する場合がある。ただし、契約締結前において

は公開しないものとする。  

（４） 提出した書類に記載した技術者は変更できないものとする。ただし、病休・  

死亡・退職等きわめてやむを得ない理由により変更を余儀なくされた場合 

は、同等以上の技術者を再配置し、かつ本町の了解を得なければならない。  

（５） 参加申込後に辞退する場合は、辞退届(様式８)を下記担当部署宛てに書面で

提出すること。  

（６） 電子メールなどの不着などの通信事故については、本町はいかなる責任も負

わない。  

（７） 本プロポーザル関連スケジュールの変更があった場合は、宇美町ホームペー

ジへ随時掲載する。  

  

14. 問い合わせ先  

（１） 担当部署  宇美町役場 都市整備課 都市計画係  

（２） 住  所  ８１１－２１９２ 福岡県糟屋郡宇美町宇美五丁目１番１号

（３） 電話/FAX  ０９２－９３４－３００６/０９２－９３３－７５１２  

（４） E－mail   toshiseibi@town.umi.lg.jp 
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